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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
平
成
十
七
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
及
び
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
新
た
な
安
全
保
障

環
境
に
実
効
的
に
対
応
し
得
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
施
設
行
政
及
び
装
備
品
に
係
る
組
織
の
改
編
並
び
に
地
方
連
絡
部
の

所
掌
事
務
等
の
変
更
を
行
う
と
と
も
に
、
陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
を
新
編
し
、
自
衛
官
の
定
数
及
び
即
応
予
備
自
衛
官
の

員
数
を
変
更
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
伴
い
、
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
自
衛
官
の
定
数
は
、
陸
上
自
衛
官
十
五
万
五
千
六
百
九
十
六
人
（
四
百
二
十
六
人
の
減
員

、
海
上
自
衛
官
四
万
五
千
八

）

百
十
二
人
（
六
人
の
増
員

、
航
空
自
衛
官
四
万
七
千
三
百
四
十
二
人
（
十
人
の
増
員

、
統
合
幕
僚
監
部
に
所
属
す
る
自

）

）

衛
官
四
百
八
十
六
人
（
十
人
の
増
員
）
及
び
情
報
本
部
に
所
属
す
る
自
衛
官
千
八
百
八
十
六
人
（
四
十
人
の
増
員
）
を
加
え

た
総
計
二
十
五
万
千
二
百
二
十
二
人
（
三
百
六
十
人
の
減
員
）
と
す
る
。

二
、
施
設
行
政
に
係
る
総
合
的
な
企
画
立
案
機
能
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
米
軍
施
設
・
区
域
に
係
る
施
設
行
政
部
門
と
政
策

部
門
と
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
本
庁
内
部
部
局
等
の
所
掌
事
務
を
改
め
る
。
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、

、

、

、

、

三

装
備
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
見
据
え
た
コ
ス
ト
管
理
を
図
る
た
め

契
約
機
能

原
価
計
算
機
能
を
統
合

再
構
築
し

装
備
品
の
取
得
に
関
す
る
統
一
的
な
指
針
の
作
成
及
び
装
備
品
の
調
達
を
行
う
装
備
本
部
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
所

掌
事
務
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
。

四
、
新
た
な
脅
威
や
多
様
な
事
態
に
実
効
的
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
国
際
平
和
協
力
活
動
に
取
り
組
む
た
め
の
体
制
を
強
化

す
る
た
め
、
陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
を
新
編
し
、
そ
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
。

五
、
地
方
公
共
団
体
等
と
の
協
力
関
係
を
推
進
す
る
た
め
、
地
方
連
絡
部
の
所
掌
事
務
に
地
方
に
お
け
る
渉
外
及
び
広
報
を
加

え
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
称
を
地
方
協
力
本
部
に
改
め
る
。

六
、
即
応
予
備
自
衛
官
の
員
数
を
八
千
三
百
六
十
八
人
（
十
人
の
減
員
）
と
す
る
。

七
、
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
い
、
第
七
航
空
団
司
令
部
及
び
第
八
航
空
団
司
令
部
の
所
在
地
を
改
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行

う
。

八
、
本
庁
内
部
部
局
の
改
編
に
伴
い
、
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
を
適
用
し
て
い
る
職
員
の
給
与
制
度
を
見
直
し
、
職
員
の
円
滑

な
異
動
及
び
勤
務
の
実
態
に
応
じ
た
処
遇
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
一
般
職
の
俸
給
表
を
適
用
す
る
こ
と
と
す

る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
。
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九
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
七
は
、

公
布
の
日
か
ら
、
一
、
四
及
び
六
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。


